
グループホーム　ガーデンの家
利用料金表

令和６年１２月１８日改定

○入居対象者
１）要支援２、要介護１～５の認定を受け、認知症の診断を受けている方。
２）医療行為がない方で病状が安定している方。また、共同生活に適応できる方。
３）所定の利用料金を、負担できる方。

○入居時の費用

　　　敷金　19万円
（退去の際、現状回復（故意又は本人の不注意による損傷）、居室の清掃、介護マットレスの洗浄等の
費用を差し引いて返還いたします）

○入居後の費用（30日）
介護度

項目

お部屋代 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

管理費 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

食費 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500

介護サービス

費用
23,482 23,607 24,704 25,457 25,958 26,491

合計 144,982 145,107 146,204 146,957 147,458 147,991

介護サービス

費用
46,963 47,213 49,408 50,913 51,916 52,982

合計 168,463 168,713 170,908 172,413 173,416 174,482

介護サービス

費用
70,444 70,820 74,112 76,369 77,874 79,473

合計 191,944 192,320 195,612 197,869 199,374 200,973

○その他の料金について
医療費、日用生活品、介護用品、行事にかかる費用などは実費となります。

３割負担

※管理費とは、施設共用部の維持管理費、使用料、共用部及び居室の水道・光熱費、事務費、生活支援
サービス等に使用します。

※介護保険の利用者負担は、法令の改正により若干の変更が行われる場合があります。

月

額

利

用

料

小計

1割負担

２割負担

要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



○各種加算の費用について（グループホーム）
該当 1割負担 2割負担 3割負担

□ 941 1,881 2,822

□ 1,787 3,574 5,361

□ 1,474 2,947 4,421

□ 1,160 2,320 3,480

□ 医療連携体制加算（Ⅱ） 157 314 471

□ 協力医療機関連携加算（1月につき） 105 209 314

□ 協力医療機関連携加算（1月につき） 42 84 126

□ 690 1,380 2,070

□ 565 1,129 1,693

□ 189 377 565

□ 1,568 3,135 4,703

□ 784 1,568 2,352

□ 94 188 282

□ 126 251 377

□ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 157 314 471

□ 認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 126 251 377

□ 3,762 7,524 11,286

□ 1,463 2,926 4,389

□ 32 63 94

□ 21 42 63

□ 105 209 314

□ 229 458 687

□ 1,543 3,085 4,628

□ 76 151 226

□ 151 301 452

□ 711 1,422 2,132

□ 1,338 2,676 4,013

□ 退去時情報提供加算 262 523 784

□ 418 836 1,254

□ 栄養管理体制加算 32 63 94

□ 42 84 126

□ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 11 21 32

□ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 6 11 16

□ 新興感染症等施設療養費 1,254 2,508 3,762

□ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 105 209 314

□ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 11 21 32

□ - - -

□ - - -

□ - - -

□ - - -

入院時の費用算定

１月あたり

１月あたり

看取り介護加算①

看取り介護加算②

看取り介護加算③

１月あたり

１月あたり

１月あたり

１月あたり

1月に5日間が上限

1回/6ヶ月に1回の頻度

１月あたり

１月あたり

１月あたり

死亡日の前日及び前々日

※１日あたり

死亡日以前31日～45日以下

※1日あたり

１月あたり

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

認知症専門ケア加算(Ⅱ)

夜間支援体制加算(Ⅰ)

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

医療連携体制加算Ⅰ（ロ）

医療連携体制加算Ⅰ（ハ）

備考
利用開始日から30日

支援2の方は非該当

支援2の方は非該当

支援2の方は非該当

支援2の方は非該当

加算名
初期加算

医療連携体制加算Ⅰ（イ）

若年性認知症利用者受入加算

夜間支援体制加算(Ⅱ)

認知症行動・心理症状緊急対応加算

口腔衛生管理体制加算

口腔・栄養スクリーニング加算

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算

合計単位数に18.6％介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 合計単位数に12.5％

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 合計単位数に15.5％

合計単位数に17.8％

看取り介護加算④ 死亡日

科学的介護推進体制加算

退去時相談援助加算

1月に6日間が上限

死亡日以前4日以上30日以下

※１日あたり


